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「令和 8 年度版（令和 7 年度事業実績）年次報告書」について

１ 朝霞市男女平等推進条例に基づく報告書

本書は、「朝霞市男女平等推進条例」（平成１５年４月１日施行）に基づき、朝霞市におけ

る男女平等をめぐる状況及び男女平等推進に関する施策の実施状況を明らかにするため

に作成した報告書です。

２ 本書の構成

第１部 朝霞市の男女平等をめぐる状況

市の男女平等をめぐる状況として、「社会参画」「家庭生活」「教育」「健康・福祉」「それい

ゆぷらざ（女性センター）」の５分野ごとに、これまでの各種統計・調査等によるデータなど

を基にまとめています。

第２部 朝霞市の男女平等推進施策の実施状況

市の令和 7 年度男女平等推進施策の実施状況を明らかにするため、「第２次朝霞市男女

平等推進行動計画」の重点課題や施策目標、施策の体系を掲載し、「朝霞市男女平等推進

事業評価に関する要綱」に基づいた、主な施策ごとの評価、課題、今後の方針等をまとめ

ています。

また、女性活躍推進法基本方針に基づき、朝霞市推進計画として位置付けた施策につい

て、総合的に評価をしています。

第３部 朝霞市の男女平等推進体制

市の男女平等推進に直接関係する附属機関等の会議の実施状況等を掲載しています。



第１部 朝霞市の男女平等をめぐる状況
① 社会参画 2

１ 政治への参画

・市議会における議員

２ 審議会等への参画

・審議会等における委員

３ 法に基づく委員への参画

・法に基づいて設置されている委員

４ 市職員の構成

・職員の男女別人数

・係長級以上の職員

・管理職員

・課長級以上の職員

② 家庭生活 7

１ 人口と世帯

・男女別人口

２ 人口動態

・合計特殊出生率の推移

３ 結婚・離婚

・婚姻率の推移

・離婚率の推移

③ 教育 10

１ 小中学校

・小中学校の教職員

・小中学校の管理職教員

④ 健康・福祉 11

１ 児童

・児童虐待

２ ひとり親家庭

・児童扶養手当

・生活保護

1



⑤ それいゆぷらざ（女性センター） 12

１ それいゆぷらざ（女性センター）利用者状況

・利用者数

・図書貸出し数

・それいゆぷらざ（女性センター）登録団体

・それいゆぷらざ（女性センター）事業実績一覧

・男女平等推進情報「そよかぜ」の発行

・それいゆぷらざ（女性センター）協力員活動実績

２ 女性総合相談

・女性総合相談

３ ＤＶ相談

・ＤＶ相談

４ 苦情申立て

・男女平等苦情処理委員への苦情申立て

第２部 朝霞市の男女平等推進施策の実施状況 17

●第２次朝霞市男女平等推進行動計画実施計画

１ 計画の全体像

２ 重点課題

３ 施策目標

４ 施策の体系

５ 計画の構成・期間

６ 朝霞市男女平等推進事業評価

・朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱

・令和７年度男女平等推進事業評価一覧

施策目標ごとの指標・数値目標

進行管理事業評価

関連事業の実施状況

第２次朝霞市男女平等推進行動計画指標・数値目標一覧表

審議会等の女性委員の登用率の現状値

７ 女性活躍推進法に基づく朝霞市推進計画に関する事業評価

・女性活躍推進法に基づく推進計画について

・女性活躍推進法基本方針に基づく施策別一覧表

・主な施策別にみる女性活躍推進法（基本方針）に基づく、地方公共団体に

関する施策と一体となる取組項目一覧表

・女性活躍推進法に基づく朝霞市推進計画に関する事業評価

18



第３部 朝霞市の男女平等推進体制 84

●男女平等推進体制 85

１ 男女平等推進審議会

・会議の開催状況

・朝霞市男女平等推進審議会委員名簿

２ 男女平等推進庁内連絡会議

・会議の開催状況

・幹事会の開催状況

３ DV 対策等関係機関ネットワーク会議

・会議の開催状況

用語解説 89

参考資料 ９３
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第 1 部

朝霞市の男女平等をめぐる状況
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１ 政治への参画

【市議会における議員】

市議会議員全体に占める女性議員の割合は、平成 23 年から平成 27 年までは 4 人に

1 人（25.0％）の割合で推移していましたが、令和５年 12 月の改選では、議員総数 24 人

のうち、男性議員 1６人、女性議員 8 人となっており、前回に比べ、女性議員は 1 人増とな

っています。

（各年とも 12 月改選時の状況）

＊参考：埼玉県議会における女性議員の割合 令和 5 年 4 月現在 16.1%

埼玉県内市町村議会における女性議員の割合 令和 6 年 12 月現在２６．３%

＊資料：令和 7 年度版男女共同参画に関する年次報告（埼玉県）抜粋

２ 審議会等への参画

【審議会等における委員】

審議会等は、法律により設置が義務付けられているもののほか、市で任意に設置して

いるものを合わせると、令和 8 年 3 月 31 日現在 の審議会等が設置されています。

委員総数は 人で、うち女性委員の数は 人、全体の ％となっており、前年

同時期比 ポイント増となっています。

（令和 8 年 3 月末日現在(休止中のものを除く)）

＊法必置……法律により必ず設置しなければならないもの。

＊法任意……上位の法律はあるが、任意に条例等で設置するもの。

＊市独自……条例・要綱・要領・規則・指針・会則を含む。

※ P75～P76 に審議会等の女性委員の登用率の現状値について掲載しています。

平成11年 平成15年 平成19年 平成23年 平成27年 令和元年 令和5年

男性議員(人) 21 21 16 18 18 17 16

女性議員(人) 7 7 8 6 6 7 8

女性の割合(%) 25.0 25.0 33.3 25.0 25.0 29.2 33.3 
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（各年とも 3 月末日現在）

＊参考：埼玉県審議会における女性委員の割合 令和 7 年 4 月現在 47.2%

埼玉県内市町村審議会等における女性委員の割合 令和 7 年 4 月現在 30.2%

＊資料：令和 7 年度版男女共同参画に関する年次報告（埼玉県）抜粋

３ 法に基づく委員への参画

【法に基づいて設置されている委員】

法に基づいて設置され、市が国や県に対し推薦して委嘱される委員である、行政相談

委員、人権擁護委員、民生委員・児童委員の状況についてみると、行政相談委員 2 人、う

ち女性 1 人（50.0%）、人権擁護委員 5 人、うち女性 3 人（60.0%）、民生委員・児童委

員 146 人、うち女性 120 人（８2．2%）となっています。

（令和 8 年 4 月 1 日現在）
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審議会等における委員数と女性の割合の推移
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女性委員の割合(％）

（各年3月末日現在）

行政相談委員 人権擁護委員 民生委員児童委員

男性（％） 50.0 40.0 17.8 

女性（％） 50.0 60.0 82.2 
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法に基づいて設置されている委員の状況

年 審議会等の数 委員数(人) 男性(人) 女性(人) 女性委員割合(%)

平成２８年 ７１ ９４７ ６４５ ３０２ ３１．９

平成２９年 ６８ ９０９ ６３８ ２７１ ２９．８

平成３０年 ７１ ９９２ ７０９ ２８３ ２８．５

平成３１年 ７２ ９６２ ６９０ ２７２ ２８．３

令和 ２年 ７４ １,００７ ７１３ ２９４ ２９．２

令和 ３年 ７５ １,０３３ ７１６ ３１７ ３０．７

令和 ４年 ７２ １,０１０ ７０７ ３０３ ３０．０

令和 ５年 ７６ １,０７５ ７４７ ３２８ ３０．５

令和 6 年 ７８ １,０６６ ７３９ ３２７ ３０．７

令和 ７年 ７７ １,０５９ ７１６ ３４３ ３２．４

令和 ８年

（％）
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男性

228人

(7８.4%)

女性

６3人

(21.6%)
 係長級以上

 の職員

291  人

(100％)

４ 市職員の構成

【職員の男女別人数】

職員数（特別職及び非常勤職員を除く）は、令和 8 年 4 月 1 日現在、８０５人で、男女の

構成は、男性４５８人（５６．９％）、女性３４７人（４３．１％）となっています。全職員に占め

る女性の割合は、前年と比較して増減がありませんでした。

（令和 8 年 4 月 1 日現在）

（各年 4 月 1 日現在)

【係長級以上の職員】

職員（特別職及び非常勤職員を除く）に占める係長級以上の職員は全体で２９１人

（全職員に対する構成比３６．１％）です。男女の構成は、男性２２８人（７８．４％）、

女性６３人（２１．６％）です。女性の係長級以上の職員の割合は、前年よりも

０．４ポイント増加しています。

係長級以上の職員の男女別構成

（令和 8 年 4 月 1 日現在）

男性
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(56.9%)
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（各年 4 月 1 日現在）

＊参考：埼玉県主査級以上職員における女性職員の割合 令和 8 年 4 月現在 23．7%（令和 3 年度以降は病院局を含まない）

埼玉県内市町村係長級職員における女性職員の割合 令和 7 年 4 月現在 3１．4%

＊資料：令和 7 年度版男女共同参画に関する年次報告（埼玉県）抜粋

【管理職員】

職員（特別職及び非常勤職員を除く）に占める管理職員（課長補佐級以上の職員）は、

全体で１４５人（全職員に対する構成比１８．０％）です。男女の構成は、男性１１４人（７８．

６％）、女性３１人（２１．４％）となっております。女性の管理職員の割合は、前年よりも

１．８ポイント減少しています。

（令和 8 年 4 月 1 日現在）

（各年 4 月 1 日現在）

＊参考：埼玉県副課長級以上職員における女性職員の割合 令和 7 年 4 月現在 15.1%（令和 3 年度以降は病院局を含まない）

＊資料：令和 7 年度版男女共同参画に関する年次報告（埼玉県）抜粋
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【課長級以上の職員】

管理職員のうち、課長級以上の職員は、全体で７１人（全職員に対する構成比８．８%）で、男

女の構成は、男性６２人（８７．３％）、女性９人（１２．７％）です。女性の課長級以上の職員の割合

は、前年よりも 0.４ポイント増加しています。

なお、部次長級以上の職員は全体で３４人（全職員に対する構成比４．２%）、男性は３１人（９

１．２%）、女性は３人（８．８%）となっています。

また、部長級職員は全体で 15 人（全職員に対する構成比 1.9%） 、男性は１３人（８６．７%）、

女性は２人（１３．３%）となっています。

課長級以上の職員の男女別構成

（令和 8 年 4 月 1 日現在）

（各年 4 月 1 日現在）

＊参考：埼玉県内市町村管理職相当職以上職員における女性職員の割合 令和 7 年 4 月現在 17．7%

＊資料：令和 7 年度版男女共同参画に関する年次報告（埼玉県）抜粋
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１ 人口と世帯

【男女別人口】

令和８年４月１日現在、世帯数は 72,392 世帯、人口は 146,608 人で、うち男性

73,789 人、女性 72,819 人となっています。

朝霞市の人口は年々増加しています。人口に占める男女の比率はほぼ変化がありませ

ん。なお、令和８年１月１日現在、市内の平均年齢は 4４.4 歳（男性 43.4 歳、女性 4５.4

歳）で県内市町村の中で 3 番目に若い年齢となっています。

（令和８年 4 月 1 日現在）

（令和８年 4 月 1 日現在）

2,847

3,256

3,371

3,293

4,286

4,961
5,136

5,147

5,415

5,745

6,470

5,876

4,916

3,441

2,841

3,045
1,928

1,238

492

77

8

2,689

3,033

3,216

3,143

3,946

4,874
5,015

4,698

4,998

5,165

6,126

5,572

4,396

3,040

2,955

3,597

2,879
2,133

1,037

264

43

10 5 0 5 10

０～４

１０～１４

２０～２４

３０～３４

４０～４４

５０～５４

６０～６４

７０～７４

８０～８４

９０～９４

１００歳以上

男性 女性
（千人）

人口ピラミッド

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳代

男性（人） 6,103 6,664 9,247 10,283 11,160 12,346 8,357 5,886 3,166 569 8

女性（人） 5,722 6,359 8,820 9,713 10,163 11,698 7,436 6,552 5,012 1,301 43

全体（人） 11,825 13,023 18,067 19,996 21,323 24,044 15,793 12,438 8,178 1,870 51

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

（人）

10歳未満

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

90歳代

100歳代

　年代別男女別人口 
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２ 人口動態

【合計特殊出生率の推移】

合計特殊出生率は、国・県と比べると高い傾向にありましたが、令和３年以降は低下傾

向であり、令和 6（2024）年は 1.１2 となっています。

３ 結婚・離婚

【婚姻率の推移】

婚姻率は、国・県と比べると高い率を示していますが、総じて低下傾向にあります。

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

朝霞市 1.47 1.43 1.45 1.37 1.43 1.24 1.25 1.15 1.12

埼玉県 1.37 1.36 1.34 1.27 1.27 1.22 1.17 1.14 1.09

全 国 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33 1.30 1.26 1.20 1.15

1.47
1.43

1.45

1.37

1.43

1.24

1.25

1.15

1.12

1.37
1.36

1.34

1.27 1.27

1.22

1.17
1.14

1.09

1.44
1.43 1.42

1.36 1.33

1.30

1.26

1.20 
1.15

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

(率)

合計特殊出生率の推移

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

朝霞市 6.3 5.9 5.6 6.2 5.5 5.2 5.4 5.1 5.4

埼玉県 4.8 4.7 4.6 4.7 4.1 4.0 4.0 3.9 4.0

全　国 5.0 4.9 4.7 4.8 4.3 4.1 4.1 3.9 4.0

6.3

5.9
5.6

6.2

5.5
5.2

5.4

5.1
5.4

4.8 4.7 4.6
4.7

4.1 4.0 4.0 3.9 4.0

5.0 4.9
4.7 4.8

4.3
4.1 4.1

3.9
4.0

0

1

2

3

4

5

6

7
（率）

婚姻率（人口1,000人対）の推移

（資料：埼玉県の人口動態概況）抜粋

（資料：埼玉県の人口動態概況）抜粋
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【離婚率の推移】

離婚率は、令和 4 年から国・県に比べやや低い水準となっています。

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

朝霞市 1.83 1.65 1.38 1.55 1.33 1.50 1.29 1.46 1.48

埼玉県 1.74 1.70 1.63 1.68 1.49 1.49 1.44 1.50 1.49

全  国 1.73 1.70 1.68 1.69 1.57 1.50 1.47 1.52 1.55

1.83

1.65

1.38

1.55

1.33

1.50

1.29

1.46 1.48

1.74 1.70

1.63
1.68

1.49 1.49 1.44

1.50

1.49

1.73 1.70

1.68 1.69

1.57
1.50 1.47

1.52 1.55

1

1.5

2

2.5

3
（率）

離婚率（人口1,000人対）の推移

（資料：埼玉県の人口動態概況）抜粋
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１ 小中学校

【小中学校の教職員】

小学校の教職員は、令和8年5月1日現在、全体で397人（前年比3人増）、男性157

人（全体の 39.5％、前年比１０人減）、女性２４０人（全体の６０．５％、前年比１３人増）で

す。女性の教職員が男性の教職員の約１．５倍となっています。

中学校の教職員は、全体で２０６人（前年比７人増）、男性１１１人（全体の５３．９％、前年

比１人減）、女性９５人（全体の４６．１％、前年比８人増）です。男性の教職員が女性の教職

員の約１．２倍となっています。

（令和 8 年 5 月 1 日現在）

【小中学校の管理職教員】

小学校の管理職教員（校長・教頭）は、全体で２２人（前年比１人減）、男性１６人（全体の７

２．７％、前年比１人減）、女性６人（全体の２７．３％、前年比１人増）となっています。

中学校の管理職教員は、全体で１３人（前年比２人増）、男性１３人（全体の１００％、前年

比増減なし）、女性 0 人（全体の０％、前年比増減なし）となっています。

（令和 8 年 5 月 1 日現在）

＊参考：全国の国公私立小中学校の校長・副校長・教頭に占める女性の割合

令和 7 年 5 月 1 日現在 小学校 約３１．５% 中学校 約 1７．９%

＊資料：各分野における参画状況 ５．教育・研究等 （２）初等・中等教育関係

（男女共同参画局 令和７年度 女性の政策・方針決定参画状況調べ）抜粋

男性

157人

(39.5%)

女性

240人

(60.5%)

 小学校

 教職員

3９７  人

(100%)

男性

111人

(53.9%)

女性

95人

(46.1%)

 中学校

 教職員

206  人

(100%)

男性

16人

(72.7%)

女性

6人

(27.3%)  小学校

 管理職教員

2２  人

(100%)

男性

13人

(100.0%)

女性

０人

(0.0%)

 中学校

 管理職教員

13  人

（100％）

小学校教職員の男女別状況 中学校教職員の男女別状況

小学校管理職教員の男女別状況 中学校管理職教員の男女別状況
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１ 児童

【児童虐待】

児童虐待とは、親や親に代わる養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発

達を損なう行為をいいます。また、子どもの目の前でＤＶを行うことは、心理的虐待に

当たります。令和 7 年度の虐待通告（相談）被虐待児童数は、２４２人で、そのうち面前

ＤＶによるものは１６２人となっています。

２ ひとり親家庭

【児童扶養手当】

令和 7 年度の申請・登録者数は 566 人（前年比 3．０％減、18 人減）で、うち支給対

象者は、425 人（母親 403 人、父親 21 人、養育者 1 人）（前年比 5.0％減、43 人減）

となっています。

支給事由のうちもっとも多いものは「離婚」（354 人）で、全体の 83.3％（前年比 1.7 ポ

イント減）を占めています。

支給対象者の事由別人数 (人）

（各年度 3 月末日現在）

【生活保護】

令和 7 年度の生活保護法による被保護世帯は 1，５８６世帯で、うち母子世帯は４０世

帯で前年と比較して減少傾向となっています。

生活保護法により保護を受けた世帯数 （世帯）

（各年度 3 月末日現在）

離婚 死別 未婚 障害者 遺棄 その他 計

令和 3 年度 450 3 53 4 1 10 521

令和 4 年度 428 3 49 3 2 13 498

令和 5 年度 ４０９ ３ ５１ ５ １ １１ ４８０

令和 6 年度 398 4 45 5 2 14 468

令和 7 年度 354 2 45 3 0 21 425

単身者世帯 ２人以上の世帯

計高齢者

世帯

障害者

世帯

傷病者

世帯

その他

の世帯

高齢者

世帯

母子

世帯

障害者

世帯

傷病者

世帯

その他

の世帯

令和 3 年度 799 151 88 246 77 63 21 11 90 1,546

令和 4 年度 793 16４ 8４ 268 65 63 15 7 93 1,552

令和 5 年度 ８１１ １７８ ８７ ２６７ ６９ ６３ １１ １２ ９８ 1,596

令和 6 年度 826 180 90 273 66 57 11 9 108 1,6２０

令和 7 年度 ８２６ １８５ ８５ ２５９ ６７ ４０ １２ ９ １０３ １,５８６
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１ それいゆぷらざ（女性センター）利用者状況

【利用者数】

それいゆぷらざ（女性センター）は性別などにかかわらず誰もが住みやすく暮らしやすい

地域社会の実現に向け、男女平等に関する様々な施策を推進するとともに、市民等の男女

平等の取組を支援する総合的な拠点施設として、平成 25 年 1 月 4 日に開所しました。

【図書貸出し数】

それいゆぷらざ（女性センター）では、男女共同参画に関する図書の貸出しを行っていま

す。朝霞市内に在住・在勤・在学、または新座市・和光市・志木市在住の方が利用することが

でき、１人につき１回５点まで、２１日間の貸出が可能です。

【それいゆぷらざ（女性センター)登録団体】

男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っている団体が朝霞市女性センターに登録

することにより、当該団体と協働で男女共同参画社会の実現に向けた事業を行っています。

※ 女性センター登録団体については、P.93 参照

年度 合計 女性 男性
合計

（冊数）
女性 男性

令和

４年度
４３人 ４０人 ３人 ７６冊 ７１冊 ５冊

令和

５年度
３５人 ３４人 １人 ６１冊 ６０冊 １冊

令和

６年度
３５人 ３３人 ２人 ６４冊 ６２冊 ２冊

令和

７年度
１９人 １６人 ３人 ４１冊 ３８冊 ３冊

年度 団体数 協働事業

令和

４年度
４団体 サマーフェスティバル、女性センター１０周年事業

令和

５年度
４団体 サマーフェスティバル、パープルリボン運動啓発イベント

令和

６年度
３団体 サマーフェスティバル、パープルリボン運動啓発イベント

令和

７年度
４団体 サマーフェスティバル、パープルリボン運動啓発イベント

年度 合計
女

(大人)

男

(大人)

女

(子)

男

(子)

女

(計)

男

(計)

開所

日数

1 日

あたり

令和

４年度
７３４人 ３９０人 2６５人 4８人 3１人 ４３８人 ２９６人 308 日 2.4 人

令和

５年度
９９８人 ３９１人 ２８８人 １６４人 １５５人 ５５５人 ４４３人 309 日 3.2 人

令和

６年度
７６１人 3８４人 2２４人 ８３人 ７０人 ４６７人 ２９４人 306 日 ２.5 人

令和

７年度
８２１人 ３８８人 ２６６人 ９９人 ６８人 ４８７人 ３３４人 ３０８日 2.7 人
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【それいゆぷらざ（女性センター）事業実績一覧（令和７年度）】

○男女平等推進情報「そよかぜ」の発行

○それいゆぷらざ（女性センター）協力員活動実績

①男女平等推進事業企画・運営協力員：地域人材の活用を図り、行政と協働し、コラム執筆やアドバイザー

として効果的に事業を推進する（８人）

②男女平等推進情報「そよかぜ」企画・編集協力員：行政と協働し、「そよかぜ」の企画及び編集を行う（１人）

③あさか女と男セミナー企画・運営協力員：行政と協働し、「セミナー」の企画及び運営を行う（２人）
ひと ひと

発行月 テーマ 周知方法

令和７年９月発行 世界ランキング１１８位ってなんだろう？ 広報あさかに掲載

令和８年３月発行 「らしさ」の押しつけ、していませんか？ 広報あさかに掲載

内容 実施回数 実施事業・周知方法 協力員

男女平等推進事業企画・運営協力員会議 全１回 事業アドバイザー選出等 ①

男女平等を目指したテーマのコラムの掲載 全３回 広報あさかに掲載 ①

事業運営協力 全１回 男女共同参画週間 ①

男女平等推進情報「そよかぜ」企画・編集協力員会議 全８回 広報あさかに掲載 ① ②

あさか女と男セミナー企画・運営協力員会議
ひと ひと

全６回 全３回講座を実施 ① ③

事業名 内容 実施日

男女共同参画週間

パネル展「考えよう わたしたちの働き方・暮らし方」

:中央公民館・コミュニティセンター

懸垂幕：市役所外壁 横断幕：駅前広場（北朝霞駅）

シール調査「アンコンシャス･バイアスについて」

メッセージツリー

６月２２日

～２９日

パープルリボンキャン

ペーン

タペストリー展示・絵本の読み聞かせ等：それいゆぷらざ（女性センター）

パネル展「セクシュアルハラスメントのない社会へ」・シール調査「今までにこ

のような不愉快な思いをしたことはありますか？」

：中央公民館・コミュニティセンター

８月２３日

～２４日

あさか女と男セミナー
ひと ひと

第１部 パープル・オレンジリボン共同開催

①「ＤＶ・児童虐待などの加害してしまう心理的要因について」

②「育児に活かすアンガーマネジメント講座」

第２部 トークミーティング

「家族とジェンダーについて」

第３部 トークセッション

「多様な家族～生き方いろいろ 家族もいろいろ～」

会場：ゆめぱれす（市民会館）

第１部

１１月８日

第２部

１月８日

第３部

２月５日

女性に対する暴力をな

くす運動

①パープルリボン運動啓発イベント（参加型講座）：わくわくどーむ

②パープルリボン・オレンジリボンキャンペーン（パネル展）

③パープル・オレンジライトアップ

①１１月２３日

②１１月４日

～２８日

③１１月１２日

～２８日

女性センターパネル展

①彩夏祭「知っていますか？デートＤＶ」・シール調査「あなたは朝霞市女性

センターを知っていますか？」：中央公民館・コミュニティセンター

②防災フェア「“わたしの”防災対策」：カインズ朝霞店

③国際女性の日「男女共同参画」：市役所

①８月１日

～５日

②１１月８日

③３月３日

～１０日

申込者数

８１人

市役所
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２ 女性総合相談

【女性総合相談】

女性総合相談は、平成 12 年度に市役所に設

置されて以来、女性専用の相談として利用され

ています。平成 25 年 1 月からは、それいゆぷ

らざ（女性センター）で実施しています。

また、女性の相談員が週１回、交代で相談を受

けています。主な相談の内容としては、「夫婦関

係」や「経済、生活」などとなっています。

日時：毎週木曜日（午前１０時～午後４時※） ※令和６年度より午後３時→午後４時までに変更

場所：それいゆぷらざ（女性センター） ※令和７年１０月より一時移転中

相談方法：面接及び電話（予約不要・先着順）

TEL：０４８－４６３－２６９７

夫婦

関係
暴力

育児や

教育

家庭

不和

職場で

の人間

関係

職場

一般

地域等

での人

間関係

経済、

生活
介護 生き方 健康 その他

令和４年度 26 0 0 3 1 0 2 1 1 4 0 7

令和５年度 25 2 2 3 1 0 1 0 0 4 2 17

令和６年度 37 4 1 5 1 0 4 8 1 1 0 26

0

5

10

15

20

25

30

35
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相談内容別件数

年度 相談人数 相談件数

令和

４年度
４１人 ４５件

令和

５年度
４６人 ５７件

令和

６年度
８２人 ８８件

令和

７年度
７５人 ７８件

（令和７年度件数） ※令和７年度からＤＶ相談と同じ項目で集計しています。 （件）
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家庭
不和

その他
の者の
暴力

交際相
手の暴力

男女
問題

住居
問題

帰住先
なし

生活
困窮

サラ金
借金

求職 病気
精神的
問題

妊娠・
出産

その他

5 1 18 0 1 0 2 15 0 0 0 2 1 0 2 0 0 8 0 23
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３ ＤＶ相談

【ＤＶ相談】

DV 相談は、平成 23 年 4 月 1 日に配偶者

暴力相談支援センター事業を開始し、市役所内

で実施してきましたが、平成 25 年 1 月からは、

それいゆぷらざ（女性センター）で火曜日〜日曜

日、職員による相談を受け付けています。また、

令和元年度からは専門の相談員が交代で毎週

火曜日・水曜日・金曜日・土曜日に相談を受けて

います。

日時：火曜日～日曜日（午前９時～午後５時）

場所：それいゆぷらざ（女性センター） ※令和７年１０月より一時移転中

相談方法：面接及び電話（予約不要・先着順）

T E L：０４８－４６３－０３５６

※火曜日・水曜日・金曜日・土曜日は、専門の

相談員が相談をお受けしています。

時間：午前１０時～午後４時

夫婦

等の

暴力

酒乱・

薬物

中毒

離婚
問題

子ど

もの
暴力

等

養育
困難

親の
暴力

その

他親
族の

暴力

家庭
不和

その

他の
者の

暴力

交際

相手
の暴

力

男女
問題

住居
問題

帰住

先な

し

生活
困窮

サラ

金借

金

求職 病気

精神

的問

題

妊娠・
出産

その
他

令和４年度 388 6 50 0 0 2 0 1 0 5 0 25 0 3 0 0 0 28 0 197

令和５年度 191 0 74 3 2 2 0 13 1 4 1 13 0 7 0 0 0 22 9 114

令和６年度 299 8 107 1 1 1 0 11 0 1 0 4 0 15 0 0 0 16 6 141

令和７年度 344 5 77 2 5 1 17 12 1 2 0 0 1 3 0 0 0 6 9 148
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４３７人 ７０５件
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５年度
３１３人 ４５６件

令和

６年度
３４８人 ６１１件

令和

７年度
３９７人 633 件
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４ 苦情申立て

【男女平等苦情処理委員への苦情申立て】

平成 15 年 10 月 1 日から、朝霞市男女平等推進条例及び同条例施行規則に基づき、

男女平等苦情処理委員を設置しています。苦情処理委員は 2 人で、男性 1 人(大学名誉

教授）、女性 1 人（弁護士）です。苦情申立てできる内容については、「男女平等を阻害す

る要因による人権侵害」や「社会的な慣行等による差別的取扱い」となっています。

苦情申立書を市が受付した後、苦情処理委員が調査等を行い、市長に報告することと

し、必要な場合、市長が関係者に助言及び是正の勧告を行うことができるとしています。

令和７年度については、申立てはありませんでした。


